
（４－３－Ⅴ）

実 績 評 価 書

平成１４年９月

政策体系 番 号

基本目標 ４ 経済・社会の変化に伴う多様な働き方が求められる労働市場

において労働者の職業の安定を図ること

施策目標 ３ 労働者の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

Ⅴ 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること

担当部局・課 主管課 職業安定局雇用開発課

関係課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 就職困難者等の円滑な就職等を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

高齢者、障害者、母子家庭の母等など就職が困難な者の雇用促進を図るため、これ

らの者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事

業主に対して、賃金の一部を助成する特定求職者雇用開発助成金（以下「本助成金」

という ）を支給している。本助成金は、労働政策審議会の議論を踏まえ、平成１３。

年１０月に制度改正を行い、対象労働者の年齢要件が「５５歳以上」から「６０歳以

上」に引き上げられたほか、公共職業安定所による紹介要件が緩和され、無料・有料

職業紹介事業者の紹介によって就職困難者等を雇い入れる事業主に対しても本助成金

を支給できることとなった。また、従来から実施している、高年齢者及び障害者を対

象とする制度（特定就職困難者雇用開発助成金）のほか、新たに再就職援助計画対象

者である中高年齢者を対象とする紹介要件のない制度（緊急就職支援者雇用開発助成

金）を設けたことにより、現在二つのメニューを含む制度として運営している。

（評価指標） Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

166 483 167 325 265 620 259 280 188 400特定求職者雇用開発助成金支給決定件数 ， ， ， ， ，

（備 考）

評価指標の単位は延人数である。

評価指標は都道府県労働局からの報告を職業安定局にて集計したものである。

（評価指標） Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

57 912 57 110 85 598 88 169 65 900特定求職者雇用開発助成金支給決定金額 ， ， ， ， ，

（備 考）

評価指標の単位は百万円である。

評価指標は都道府県労働局からの報告を職業安定局にて集計したものである。



２．評 価

( ) 実績目標の達成状況の評価1
実績目標１ 就職困難者等の円滑な就職等を図ること

有効性

平成１３年度においては、平成１０年度から実施している緊急雇用開発プログラム

、 ，による特例措置に係る支給の大部分が終了したことにより 前年度実績と比べ約６７

０００人（延べ）減少したが、１８８，４００人（延べ）が雇い入れされており、就

職困難者の円滑な就職等を図るために有効に活用されている。

なお、平成１３年１０月に制度改正を行い、雇用失業情勢が厳しい場合に６０歳未

満の中高年齢者の早急な再就職を促進するため、公共職業安定所紹介要件を撤廃し、

雇用失業情勢に応じた機動的かつ効果的な支援が可能となるよう制度設計し、４５歳

以上６０歳未満の再就職援助計画対象者を支給対象とする制度を新たに追加すること

により、さらに有効な施策となった。

効率性

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者等の雇用機会の増大を図るためのもので

あり、より就職が困難な重度障害者等には助成率、助成期間が手厚くなっており、ま

た、雇い入れを行う企業の規模に応じて助成率が異なり、効率的な実施がなされてい

る。

また、平成１３年１０月の制度改正により、支給申請を行う雇い入れ事業主の事務

、 、 、負担を軽減し 公共職業安定所職員の作業効率の改善を図るため 申請書の添付資料

支給額の算定方法が簡素化されている。

( ) 施策目標の達成状況と総合的な評価2
現状分析

労働力調査（総務省統計局）によると平成１３年度平均の６０歳以上６５歳未満の

． （ ． ） ． 、高齢者の完全失業率は８ １％ 年齢計５ ２％ と前年度に比べて０ ２％増加し

依然として高水準で推移し、職業安定業務統計（厚生労働省職業安定局）による同年

． （ ． ）度平均の６０歳以上６５歳未満の者の有効求人倍率も０ １１倍 年齢計０ ５４倍

と極めて低調であり、依然として高齢者には厳しい雇用情勢が続いている。

また、障害者の職業紹介等状況報告（厚生労働省調べ）による障害者の新規求職者

数の平成１３年度累計は８３，５５７人となっているが、同期間の障害者の就職件数

は２７，０７２件と就職率は４割に満たないため、雇用機会の増大が必要となってい

る。

さらに、母子家庭の母等の就業状況を見ると、母子世帯９５．５万世帯中１３万世

帯が不就業となっており（厚生労働省雇用均等・児童家庭局「平成１０年度全国母子

世帯等調査 、このような未就業の者に対する早期就職のための支援が喫緊の課題と」）

なっている。また、母子世帯になる前の状況を見ると、就業していなかった者の割合

． （ 「 」）、は３８ ２％であり 日本労働研究機構 母子世帯の母への就業支援に関する調査



就職の準備が十分でなく未就業期間のある者が多くなっている。

特定求職者雇用開発助成金の対象となる就職困難者の他、ホームレスについては、

平成１３年９月末の調査（厚生労働省社会援護局）では、２４，０９０人と、平成１

１年度の調査に比較して、約２０％も増加しているところである。

施策手段の適正性の評価

現状の極めて厳しい雇用情勢の中で、就職困難者の雇用に結びつく雇用機会の増大

を図るためには何らかのインセンティブが必要である。このため、平成１３年１０月

に制度改正により、対象者の年齢要件を引き上げたことは限られた求人数に対して真

に支援の必要な就職困難者のインセンティブとなるべく図られた措置であり、施策手

段として適正である。また、公共職業安定所紹介要件緩和による雇い入れ経路の拡大

は潜在的な対象者の掘り起こしを図ったものであり、いずれも就職困難者の雇用の促

進に資するためのものである。

総合的な評価

高齢者、障害者等の就職困難者を取り巻く状況は、雇用情勢の悪化に伴い極めて厳

しいものとなっている。こうした状況下で特定求職者雇用開発助成金は雇い入れのイ

ンセンティブとして活用され、平成１３年度においては１８８，４００人（延べ）が

対象労働者として支給を受けており、就職困難者の雇用の促進、雇用機会の増大に資

するものである。また、平成１３年度の制度改正により対象労働者の重点化、対象者

の雇い入れ経路を公共職業安定所の紹介だけでなく、無料・有料の職業紹介事業者に

よる紹介も認め、より多くの真に支援が必要な者に対する助成が可能になり、これら

の者の雇用の促進、雇用機会の増大が図られることが期待される。よって今後制度利

用の一層の活発化を図るためにも周知徹底して行くことが必要である。

３．政策への反映方針

今後も制度の活用の活発化に向けリーフレット、パンフレット等を活用し一層の周

知を行っていく。

なお、平成１５年度概算要求において、継続事業のうちインドシナ難民等就職促進

事業、就職促進手当の支給関係事業など就職困難者対策関係事業（要求額４，５２３

百万円）及び自立支援事業（同２０６百万円）は、就職への意欲を有する者に就職に

必要な支援を実施し「意欲・能力がある個人を支援」することとなるため 「新重点、

４分野」の「①人間力の向上・発揮」に資することから各事業は優先性を有すると考

える。

、 、 （ ）また 新規事業として要求する ホームレス等試行雇用事業 要求額２４０百万円

は自立の意志を有するホームレスの就職を支援するための事業であり 「新重点４分、

野」の「①人間力の向上・発揮」に、母子家庭の母等に対する試行雇用支援事業（８

１３百万円）は、事業の主な対象である母子家庭の母は未成年の子供を扶養するなど

の制約や、未就業期間の存在により就職が困難となっており、試行雇用を通じた早期

就職への支援は、経済的な面から子育てを支援することにつながり「職場など社会全



体で子育てを支援」することになるため 「新重点４分野」の「③公平で安心な高齢、

化社会・少子化対策」にそれぞれ資することから各事業は優先性を有すると考える。

さらに、特定求職者雇用開発助成金の対象となる就職困難者の他、ホームレスにつ

いては、増加しているところであり、就業機会を確保するための技能講習の対象とす

ることを検討する。

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

労働政策審議会における本助成金に関する具体的な要件の設定についての検討を

踏まえ、高齢対象者について６０歳以上に重点化、安定所の紹介による雇用を要件

としていたところ民間職業紹介事業所の紹介も対象とする等、平成１３年１０月に

制度の見直しを行ったところ。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

10（「 」「 、 」「地方分権推進計画 国の行政組織等の減量 効率化等に関する基本計画 第

次定員削減計画 「行政改革大綱」等）」

なし

③総務省による行政評価・監視等の状況

高齢者雇用対策に関する行政評価・監視（平成１４年３月）

・ 特定求職者雇用開発助成金（高齢者分）の申請に際して、添付書類の簡素化

を図ること （平成１３年１０月の制度改正時に対応済み）。

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし

⑤会計検査院による指摘

助成金の適正な支給を期するため、事業主に対する指導を徹底するとともに、助

成金の申請時における調査確認の一層の充実強化を図る必要があると認められる。


